
消防局情報化推進委員会設置要綱  

 

 （設置）  

第１条 局情報化推進委員会設置要綱（平成１９年３月３０日川総シ企第１３５１号）第１条の規

定に基づき、消防局情報化推進委員会（以下「情報化推進委員会」という。）を置く。  

 （組織）  

第２条 情報化推進委員会は、委員長及び委員をもって組織する。  

２ 委員長は、総務部長をもって充てる。  

３ 副委員長は、警防部長及び予防部長をもって充てる。 

４ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。  

（１）総務部企画担当課長  

（２）総務部庶務課長  

（３）総務部人事課長 

（４）総務部施設装備課長 

（５）警防部担当部長 

（６）警防部警防課長 

（７）警防部救急課長 

（８）警防部指令課長 

（９）警防部航空隊長 

（10）予防部予防課長 

（11）予防部査察課長 

（12）予防部保安課長 

 （会議等）  

第３条 情報化推進委員会は、必要に応じて委員長が召集し、その議長となる。  

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはその職務を

代理する。  

３ 情報化推進委員会は、必要があると認めるときは、専門的知識を有する者又は関係職員の出席

を求め、その説明又は意見を聴くことができる。  

 （所掌事務）  

第４条 情報化推進委員会の所掌事務は、次のとおりとする。  

（１）局内の情報化施策の推進に関すること。 

（２）その他委員長が必要と認める事項  



 （検討部会）  

第５条 局内の情報化施策に係る課題に関する専門的な調査検討を行うため、必要に応じて情報化

推進委員会に、検討部会を置くことができる。  

２ 検討部会は、委員長が指名する職員をもって組織する。  

 （庶務）  

第６条  情報化推進委員会及び検討部会の庶務は、消防局総務部企画担当において処理する。  

 （その他必要事項）  

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。  

附 則(平成１９年５月１７日付け１９川消庶第４９３号)  

この要綱は、公布の日から施行する。  

附 則（平成２１年９月２５日付け２１川消総企第２７０号）  

この要綱は、公布の日から施行する。 

  附 則（令和３年１月２９日付け２川消総企第１１１３号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（令和５年３月３１日付け４川消総企第１４６４号） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年５月１６日付け７川消総企第７１号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

 

 

 


